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○
内
閣
府
告
示
第
百
三
十
一
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
・
保
育
及
び
地
域

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
整
備
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
並
び
に
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
及
び
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
告
示
第

百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
六
年
九
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え

る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
第
一
・
第
二

略
］

［
第
一
・
第
二

同
上
］

第
三

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

第
三

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
任
意

五

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
任
意

記
載
事
項

記
載
事
項

１

市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
行
う
調
整
に
関
す
る
事

１

市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
行
う
調
整
に
関
す
る
事

項

項

２

教
育
・
保
育
情
報
及
び
特
定
教
育
・
保
育
施
設
設
置
者
等
経
営
情
報
の

２

教
育
・
保
育
情
報
の
公
表
に
関
す
る
事
項

公
表
に
関
す
る
事
項

３

労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

３

労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
必
要
な
雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携
に
関
す
る
事

た
め
に
必
要
な
雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携
に
関
す
る
事

項

項

六

［
略
］

六

［
同
上
］

［
第
四
～
第
六

略
］

［
第
四
～
第
六

同
上
］

［
別
表
第
一
～
別
表
第
七

略
］

［
別
表
第
一
～
別
表
第
七

同
上
］

第
一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
意
義
に
関
す
る
事
項

第
一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
意
義
に
関
す
る
事
項

［
略
］

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
構
成
員
の
責
務
、
役
割

四

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
構
成
員
の
責
務
、
役
割
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［
第
一
段
落
・
第
二
段
落

略
］

［
第
一
段
落
・
第
二
段
落

同
上
］

事
業
主
に
お
い
て
は
、
子
育
て
中
の
労
働
者
が
男
女
を
問
わ
ず
子
育
て
に
向

事
業
主
に
お
い
て
は
、
子
育
て
中
の
労
働
者
が
男
女
を
問
わ
ず
子
育
て
に
向

き
合
え
る
よ
う
、
職
場
全
体
の
長
時
間
労
働
の
是
正
、
労
働
者
本
人
の
希
望
に

き
合
え
る
よ
う
、
職
場
全
体
の
長
時
間
労
働
の
是
正
、
労
働
者
本
人
の
希
望
に

応
じ
た
育
児
休
業
の
取
得
や
、
子
の
年
齢
に
応
じ
た
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す

応
じ
た
育
児
休
業
や
短
時
間
勤
務
を
取
得
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
、
職
場
復
帰

る
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
、
職
場
復
帰
支
援
等
の
労
働
者
の
職
業
生
活
と

支
援
等
の
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

家
庭
生
活
と
の
両
立
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
が
図
ら
れ
る
よ
う
な

バ
ラ
ン
ス
）
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
雇
用
環
境
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

雇
用
環
境
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

る
。

［
第
四
段
落
・
第
五
段
落

略
］

［
第
四
段
落
・
第
五
段
落

同
上
］

第
二

教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
、
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給

第
二

教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
、
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給

付
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
並
び
に
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び
仕
事

付
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
並
び
に
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び
仕
事

・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
当
た
っ
て
の
関
係
者
の
連
携
及
び
協
働

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
当
た
っ
て
の
関
係
者
の
連
携
及
び
協
働

質
の
高
い
教
育
・
保
育
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
提
供
す
る
た
め

質
の
高
い
教
育
・
保
育
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
提
供
す
る
た
め

、
関
係
者
は
次
に
掲
げ
る
相
互
の
連
携
及
び
協
働
を
図
り
、
総
合
的
な
体
制
の

、
関
係
者
は
次
に
掲
げ
る
相
互
の
連
携
及
び
協
働
を
図
り
、
総
合
的
な
体
制
の

下
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

下
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１

［
略
］

１

［
同
上
］

２

市
町
村
相
互
間
の
連
携
及
び
協
働
並
び
に
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
連
携

２

市
町
村
相
互
間
の
連
携
及
び
協
働
並
び
に
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
連
携

及
び
協
働

及
び
協
働

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
の
実
施
主
体
で
あ
る
市
町
村
は
、
住
民
に
最

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
の
実
施
主
体
で
あ
る
市
町
村
は
、
住
民
に
最

も
身
近
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
質
の
高
い
教
育
・
保
育
そ
の
他
の
子
ど

も
身
近
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
質
の
高
い
教
育
・
保
育
そ
の
他
の
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
の
責
務
を
有
し
、
教
育
・
保
育
施
設
及
び
地
域
型

も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
の
責
務
を
有
し
、
教
育
・
保
育
施
設
及
び
地
域
型

保
育
事
業
を
行
う
事
業
者
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
に
つ
い
て

保
育
事
業
を
行
う
事
業
者
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
に
つ
い
て

、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
の
十

、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
の
十
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一
第
一
項
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
型
保
育
事
業
を
構
成
す
る
家
庭

一
第
一
項
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
型
保
育
事
業
を
構
成
す
る
家
庭

的
保
育
事
業
（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育

的
保
育
事
業
（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育

事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
小
規
模
保
育
事
業
（
同
条
第
十
項
に
規
定

事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
小
規
模
保
育
事
業
（
同
条
第
十
項
に
規
定

す
る
小
規
模
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業

す
る
小
規
模
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業

（
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ

（
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
及
び
事
業
所
内
保
育
事
業
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保

。
）
及
び
事
業
所
内
保
育
事
業
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保

育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
同
条
第

育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
可
を
行
う
。

二
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

認
可
を
行
う
。

［
第
二
段
落
～
第
四
段
落

略
］

［
第
二
段
落
～
第
四
段
落

同
上
］

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

第
三

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

第
三

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項

一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項

１

［
略
］

１

［
同
上
］

２

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等

２

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等

［
略
］

［
同
上
］

［

・

略
］

［

・

同
上
］

（一）

（二）

（一）

（二）

市
町
村
間
及
び
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
間
の
連
携

市
町
村
間
及
び
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
間
の
連
携

（三）

（三）

市
町
村
は
、
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
当
た

市
町
村
は
、
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
当
た

っ
て
、
二
の
２
の

の
⑴
に
規
定
す
る
市
町
村
域
を
超
え
た
教
育
・
保
育

っ
て
、
二
の
２
の

の
⑴
に
規
定
す
る
市
町
村
域
を
超
え
た
教
育
・
保
育

（二）

（二）

等
の
利
用
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
や
、
市
町
村
域
を
超
え
た
地
域
子
ど
も

等
の
利
用
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
等
必
要
な
場
合
に
は
、
量
の
見
込
み
並

・
子
育
て
支
援
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
等
必
要
な
場
合
に
は
、

び
に
提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
時
期
等
に
つ
い
て
、
関
係

量
の
見
込
み
並
び
に
提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
時
期
等
に

市
町
村
と
調
整
を
行
う
こ
と
。

つ
い
て
、
関
係
市
町
村
と
調
整
を
行
う
こ
と
。
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都
道
府
県
は
、
法
第
六
十
一
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
子
ど
も

都
道
府
県
は
、
法
第
六
十
一
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
子
ど
も

・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
協
議
を
受
け
、
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
協
議
を
受
け
、
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

教
育
・
保
育
施
設
、
地
域
型
保
育
事
業
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

教
育
・
保
育
施
設
及
び
地
域
型
保
育
事
業
の
整
備
等
に
関
す
る
広
域
調
整

事
業
の
整
備
等
に
関
す
る
広
域
調
整
を
行
う
役
割
を
有
し
て
い
る
。
こ
の

を
行
う
役
割
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

た
め
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
を
作
成
す
る
過
程
で
は
、
市
町

計
画
を
作
成
す
る
過
程
で
は
、
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
間
の
連
携
を
図

村
と
都
道
府
県
と
の
間
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

［
第
三
段
落

略
］

［
第
三
段
落

同
上
］

ま
た
、
市
町
村
が
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
を
作
成
す

ま
た
、
市
町
村
が
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
を
作
成
す

る
に
当
た
っ
て
、
私
立
幼
稚
園
、
認
可
外
保
育
施
設
等
の
運
営
の
状
況
等

る
に
当
た
っ
て
、
私
立
幼
稚
園
、
認
可
外
保
育
施
設
等
の
運
営
の
状
況
等

を
円
滑
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
に
必

を
円
滑
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
に
必

要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

例
え
ば
、
妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
及
び
産
後
ケ
ア
事
業
の
実
施
に
当

た
っ
て
は
、
支
援
対
象
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
係
る
課
題
等
へ
の
対
応

の
た
め
に
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
の
構
築
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

都
道
府
県
と
市
町
村
が
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

［
３
～
６

略
］

［
３
～
６

同
上
］

二

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
記
載
事

二

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
記
載
事

項

項

［
略
］

［
同
上
］

［
１
・
２

略
］

［
１
・
２

同
上
］

３

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み
並
び
に
実
施
し
よ
う
と

３

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み
並
び
に
実
施
し
よ
う
と

す
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
及
び
そ

す
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
及
び
そ

の
実
施
時
期
に
関
す
る
事
項

の
実
施
時
期
に
関
す
る
事
項

［
略
］

［
同
上
］

（一）

（一）

実
施
し
よ
う
と
す
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の

実
施
し
よ
う
と
す
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の

（二）

（二）
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確
保
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
時
期

確
保
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
時
期

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、

に
よ
り
定

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、

に
よ
り
定

（一）

（一）

め
た
各
年
度
の
量
の
見
込
み
に
対
応
す
る
よ
う
、
事
業
の
種
類
ご
と
に
、

め
た
各
年
度
の
量
の
見
込
み
に
対
応
す
る
よ
う
、
事
業
の
種
類
ご
と
に
、

各
年
度
に
お
け
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保

各
年
度
に
お
け
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保

の
内
容
及
び
そ
の
実
施
時
期
を
定
め
る
。

の
内
容
及
び
そ
の
実
施
時
期
を
定
め
る
。

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
放
課
後
子
供
教

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
「
新
・
放
課
後

室
と
の
校
内
交
流
型
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
新
た
に
放
課
後
児
童
健

子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
（
平
成
三
十
年
九
月
十
四
日
公
表
）
に
お
け
る
市

全
育
成
事
業
を
整
備
す
る
場
合
に
は
、
学
校
施
設
を
徹
底
的
に
活
用
す
る

町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
盛
り
込
む
べ
き
内
容
を
踏
ま
え

こ
と
。
加
え
て
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図

つ
つ
、
放
課
後
子
供
教
室
と
の
一
体
型
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
新
た

る
中
核
的
な
活
動
拠
点
で
あ
る
児
童
館
や
社
会
教
育
施
設
等
と
連
携
し
、

に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
整
備
す
る
場
合
に
は
、
学
校
施
設
を
徹

そ
の
活
用
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
学
校
等
と
も
連
携
し
、
放
課
後
や
週

底
的
に
活
用
す
る
こ
と
。
加
え
て
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
、
子
ど
も
の

末
等
に
お
け
る
子
ど
も
の
安
全
か
つ
安
心
な
居
場
所
づ
く
り
を
推
進
す
る

健
全
な
育
成
を
図
る
中
核
的
な
活
動
拠
点
で
あ
る
児
童
館
や
社
会
教
育
施

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

設
等
と
連
携
し
、
そ
の
活
用
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
学
校
等
と
も
連
携

し
、
放
課
後
や
週
末
等
に
お
け
る
子
ど
も
の
安
全
か
つ
安
心
な
居
場
所
づ

く
り
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
つ
い

ま
た
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
つ
い

て
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備

て
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
三
号

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
三
号

）
を
ど
の
よ
う
に
参
酌
し
た
か
な
ど
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
保
護
者
等
に

）
を
ど
の
よ
う
に
参
酌
し
た
か
な
ど
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
保
護
者
等
に

十
分
に
説
明
し
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

十
分
に
説
明
し
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
及
び
産
後
ケ
ア
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は

、
支
援
対
象
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
係
る
課
題
等
へ
の
対
応
の
た
め
に

医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
の
構
築
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
に
応

じ
て
周
産
期
医
療
体
制
や
精
神
疾
患
の
医
療
体
制
と
の
連
携
を
図
る
こ
と

。
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ま
た
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
妊

ま
た
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
妊

娠
・
出
産
期
か
ら
の
切
れ
目
な
い
支
援
に
配
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り

娠
・
出
産
期
か
ら
の
切
れ
目
な
い
支
援
に
配
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り

、
母
子
保
健
関
連
施
策
と
の
連
携
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

、
母
子
保
健
関
連
施
策
と
の
連
携
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
を
始
め
、
母
子
保
健
に
関
す
る
知
識
の
普
及
、

妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
を
始
め
、
母
子
保
健
に
関
す
る
知
識
の
普
及
、

妊
産
婦
等
へ
の
保
健
指
導
そ
の
他
の
母
子
保
健
関
連
施
策
等
を
推
進
す
る

妊
産
婦
等
へ
の
保
健
指
導
そ
の
他
の
母
子
保
健
関
連
施
策
等
を
推
進
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
成
育
過
程
に

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
成
育
過
程
に

あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を

あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を

切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
（

切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
（

平
成
三
十
年
法
律
第
百
四
号
）
の
趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
る
こ
と
。
ま
た
、

平
成
三
十
年
法
律
第
百
四
号
）
の
趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
る
こ
と
。

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
及
び
妊
婦
等
包
括
相
談

支
援
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
十
の
三

に
お
い
て
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
基
づ
く

母
子
保
健
に
関
す
る
事
業
と
の
連
携
及
び
調
和
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
妊
産
婦
等
に
対
す
る
保
健
指
導
や
新

生
児
の
訪
問
指
導
等
と
合
わ
せ
て
行
う
な
ど
、
母
子
保
健
施
策
と
の
連
携

に
留
意
す
る
こ
と
。

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

三

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
任
意
記
載
事
項

三

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
任
意
記
載
事
項

［
略
］

［
同
上
］

１

［
略
］

１

［
同
上
］

２

子
ど
も
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
支
援
に
関
す
る
都

２

子
ど
も
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
支
援
に
関
す
る
都

道
府
県
が
行
う
施
策
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

道
府
県
が
行
う
施
策
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

［
略
］

［
同
上
］

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
充
実

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
充
実

（一）

（一）

［
略
］

［
同
上
］
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⑴

［
略
］

⑴

［
同
上]

⑵

児
童
虐
待
の
発
生
予
防
・
早
期
発
見

⑵

児
童
虐
待
の
発
生
予
防
・
早
期
発
見

市
町
村
に
お
け
る
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
、
早
期
発
見
の
た
め
、
産

市
町
村
に
お
け
る
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
、
早
期
発
見
の
た
め
、
産

後
の
初
期
段
階
に
お
け
る
母
子
に
対
す
る
支
援
な
ど
、
支
援
を
必
要
と

後
の
初
期
段
階
に
お
け
る
母
子
に
対
す
る
支
援
な
ど
、
支
援
を
必
要
と

す
る
妊
婦
へ
の
支
援
を
行
う
。
あ
わ
せ
て
、
乳
幼
児
健
康
診
査
の
未
受

す
る
妊
婦
へ
の
支
援
を
行
う
。
あ
わ
せ
て
、
乳
幼
児
健
康
診
査
の
未
受

診
者
及
び
受
診
後
に
経
過
観
察
等
が
必
要
な
者
、
未
就
園
の
子
ど
も
並

診
者
及
び
受
診
後
に
経
過
観
察
等
が
必
要
な
者
、
未
就
園
の
子
ど
も
並

び
に
不
就
学
等
の
子
ど
も
に
関
す
る
定
期
的
な
安
全
確
認
や
、
妊
婦
等

び
に
不
就
学
等
の
子
ど
も
に
関
す
る
定
期
的
な
安
全
確
認
や
、
乳
児
家

包
括
相
談
支
援
事
業
及
び
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
の
実
施
等
を
通
じ

庭
全
戸
訪
問
事
業
の
実
施
等
を
通
じ
て
、
妊
娠
、
出
産
及
び
育
児
期
に

て
、
妊
娠
、
出
産
及
び
育
児
期
に
養
育
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
や

養
育
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
や
妊
婦
の
家
庭
を
早
期
に
把
握
す
る

妊
婦
の
家
庭
を
早
期
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
支
援
が
必
要
な
者
に
対

と
と
も
に
、
支
援
が
必
要
な
者
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
（
児
童
福

す
る
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
（
児
童
福
祉
法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定

祉
法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
及
び
母
子
保
健
法
施
行

す
る
計
画
及
び
母
子
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五

規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定

十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
母
性
並
び
に
乳
児
及
び
幼
児
に

す
る
母
性
並
び
に
乳
児
及
び
幼
児
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
計
画
を
い

対
す
る
支
援
に
関
す
る
計
画
を
い
う
。
）
を
作
成
し
、
家
庭
支
援
事
業

う
。
）
を
作
成
し
、
家
庭
支
援
事
業
等
の
適
切
な
支
援
に
つ
な
げ
る
こ

等
の
適
切
な
支
援
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
応

と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
応
を
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、
市
町
村

を
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
全
て
の
妊
産
婦
、
子

に
お
い
て
は
、
全
て
の
妊
産
婦
、
子
育
て
世
帯
、
子
ど
も
へ
一
体
的
に

育
て
世
帯
、
子
ど
も
へ
一
体
的
に
相
談
支
援
を
行
う
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

相
談
支
援
を
行
う
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
を
整
備
し
、
児
童
福
祉
機
能

タ
ー
を
整
備
し
、
児
童
福
祉
機
能
と
母
子
保
健
機
能
の
緊
密
な
連
携
を

と
母
子
保
健
機
能
の
緊
密
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
子
育
て
相

図
る
と
と
も
に
、
地
域
子
育
て
相
談
機
関
を
始
め
と
す
る
地
域
に
お
け

談
機
関
を
始
め
と
す
る
地
域
に
お
け
る
相
談
窓
口
や
地
域
子
育
て
支
援

る
相
談
窓
口
や
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
設
置
を
促
進
し
、
相
談
窓
口

拠
点
の
設
置
を
促
進
し
、
相
談
窓
口
の
周
知
・
徹
底
を
含
め
た
相
談
・

の
周
知
・
徹
底
を
含
め
た
相
談
・
支
援
に
つ
な
が
り
や
す
い
仕
組
み
づ

支
援
に
つ
な
が
り
や
す
い
仕
組
み
づ
く
り
に
努
め
る
。

く
り
に
努
め
る
。

［
第
二
段
落

略
］

［
第
二
段
落

同
上
］

こ
う
し
た
取
組
を
始
め
と
し
て
、
支
援
を
要
す
る
妊
婦
、
児
童
等
を

こ
う
し
た
取
組
を
は
じ
め
と
し
て
、
支
援
を
要
す
る
妊
婦
、
児
童
等
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発
見
し
た
医
療
機
関
や
学
校
、
福
祉
関
係
者
等
と
市
町
村
が
効
果
的
に

を
発
見
し
た
医
療
機
関
や
学
校
、
福
祉
関
係
者
等
と
市
町
村
が
効
果
的

情
報
の
提
供
及
び
共
有
を
行
う
た
め
に
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
を
中
心

に
情
報
の
提
供
及
び
共
有
を
行
う
た
め
に
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
を
中

と
し
た
連
携
体
制
の
構
築
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

心
と
し
た
連
携
体
制
の
構
築
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

［
⑶
・
⑷

略
］

［
⑶
・
⑷

同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

（二）

（二）

障
害
児
施
策
の
充
実
等

障
害
児
施
策
の
充
実
等

（三）

（三）

障
害
児
等
特
別
な
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
の
健
全
な
発
達
を
支
援
し
、

障
害
の
原
因
と
な
る
疾
病
及
び
事
故
の
予
防
、
早
期
発
見
並
び
に
治
療

身
近
な
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
自
立
支

の
推
進
を
図
る
た
め
、
妊
婦
及
び
乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査
並
び
に
学

援
医
療
（
育
成
医
療
）
の
給
付
、
年
齢
や
障
害
等
に
応
じ
た
専
門
的
な
医

校
に
お
け
る
健
康
診
断
等
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

療
や
療
育
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
教
育
等
の

ま
た
、
障
害
児
等
特
別
な
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
の
健
全
な
発
達
を
支

各
種
施
策
の
円
滑
な
連
携
に
よ
り
、
在
宅
支
援
の
充
実
、
就
学
支
援
を
含

援
し
、
身
近
な
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、

め
た
教
育
支
援
体
制
の
整
備
等
の
一
貫
し
た
総
合
的
な
取
組
を
推
進
す
る

自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
）
の
給
付
の
ほ
か
、
年
齢
や
障
害
等
に
応
じ

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
地
域
に
お
い
て
障
害
児
を
支
援
す
る
体
制
を
整
備

た
専
門
的
な
医
療
や
療
育
の
提
供
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
保
健
、
医
療

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
よ
る
地
域
支
援
・

、
福
祉
、
教
育
等
の
各
種
施
策
の
円
滑
な
連
携
に
よ
り
、
在
宅
支
援
の
充

専
門
的
支
援
の
強
化
や
保
育
所
等
訪
問
支
援
等
の
活
用
を
通
し
て
、
保
育

実
、
就
学
支
援
を
含
め
た
教
育
支
援
体
制
の
整
備
等
の
一
貫
し
た
総
合
的

所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ

な
取
組
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
よ
る
地

ブ
）
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
特
別
支
援
学
校
等
の
育
ち
の
場
に
お
い
て
関

域
支
援
・
専
門
的
支
援
の
強
化
や
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
活
用
を
通
し
て

係
者
が
連
携
・
協
力
し
な
が
ら
地
域
社
会
へ
の
参
加
及
び
包
摂
（
イ
ン
ク

地
域
の
障
害
児
等
特
別
な
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
と
そ
の
家
族
等
に
対
す

ル
ー
ジ
ョ
ン
）
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

る
支
援
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
障
害
の
原
因
と
な
る
疾
病
及
び
事
故
の
予
防
、
早
期
発
見
並
び

に
治
療
の
推
進
を
図
る
た
め
、
妊
婦
及
び
乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査
並

び
に
学
校
に
お
け
る
健
康
診
断
等
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
恒
常
的
に
人
工
呼
吸

人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
て
い
る
障
害
児
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
た

器
に
よ
る
呼
吸
管
理
、
喀
痰
吸
引
そ
の
他
の
医
療
行
為
（
医
療
的
ケ
ア
）

め
に
医
療
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
障
害
児
（
医
療
的
ケ
ア
児
）
が
身
近
な

か
く
た
ん

を
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
児
童
（
医
療
的
ケ
ア
児
）
及
び
そ
の
家

地
域
で
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
総
合
的
な
支
援
体
制
の
構
築
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族
（
以
下
「
医
療
的
ケ
ア
児
等
」
と
い
う
。
）
が
身
近
な
地
域
で
必
要
な

に
向
け
、
関
連
分
野
の
支
援
を
調
整
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
養

支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
総
合
的
な
支
援
体
制
の
構
築
に
向
け
、
関
連

成
さ
れ
た
相
談
支
援
専
門
員
等
の
配
置
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

分
野
の
支
援
を
調
整
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
養
成
さ
れ
た
相
談

。

支
援
専
門
員
等
の
配
置
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
自
閉
症
、
学
習
障
害
（
Ｌ
Ｄ
）
、
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
（

ま
た
、
自
閉
症
、
学
習
障
害
（
Ｌ
Ｄ
）
、
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
（
Ａ

Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
）
等
の
発
達
障
害
を
含
む
障
害
の
あ
る
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、

Ｄ
Ｈ
Ｄ
）
等
の
発
達
障
害
を
含
む
障
害
の
あ
る
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
障

障
害
の
状
態
に
応
じ
て
、
そ
の
可
能
性
を
最
大
限
に
伸
ば
し
、
当
該
子
ど

害
の
状
態
に
応
じ
て
、
そ
の
可
能
性
を
最
大
限
に
伸
ば
し
、
当
該
子
ど
も

も
が
自
立
し
、
社
会
参
加
を
す
る
た
め
に
必
要
な
力
を
培
う
た
め
、
幼
稚

が
自
立
し
、
社
会
参
加
を
す
る
た
め
に
必
要
な
力
を
培
う
た
め
、
幼
稚
園

園
教
諭
、
保
育
士
等
の
資
質
や
専
門
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
専
門

教
諭
、
保
育
士
等
の
資
質
や
専
門
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
専
門
家

家
等
の
協
力
も
得
な
が
ら
一
人
一
人
の
希
望
に
応
じ
た
適
切
な
教
育
上
必

等
の
協
力
も
得
な
が
ら
一
人
一
人
の
希
望
に
応
じ
た
適
切
な
教
育
上
必
要

要
な
支
援
等
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
支
援
等
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
乳
幼
児
期
を
含
め
早
期
か
ら
の
教
育
相
談
や
就
学
相

そ
の
た
め
に
は
、
乳
幼
児
期
を
含
め
早
期
か
ら
の
教
育
相
談
や
就
学
相

談
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
本
人
や
保
護
者
に
十
分
な
情
報
を
提
供
す
る
と

談
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
本
人
や
保
護
者
に
十
分
な
情
報
を
提
供
す
る
と

と
も
に
、
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
保
育
所
、
小
学
校
、
特
別
支
援
学

と
も
に
、
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
保
育
所
、
小
学
校
、
特
別
支
援
学

校
等
に
お
い
て
、
保
護
者
を
含
め
た
関
係
者
が
教
育
上
必
要
な
支
援
等
に

校
等
に
お
い
て
、
保
護
者
を
含
め
た
関
係
者
が
教
育
上
必
要
な
支
援
等
に

つ
い
て
共
通
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
保
護
者
の
障
害
受
容
及
び
そ

つ
い
て
共
通
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
保
護
者
の
障
害
受
容
及
び
そ

の
後
の
円
滑
な
支
援
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
本

の
後
の
円
滑
な
支
援
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
本

人
及
び
保
護
者
と
市
町
村
、
教
育
委
員
会
、
学
校
等
と
が
、
教
育
上
必
要

人
及
び
保
護
者
と
市
町
村
、
教
育
委
員
会
、
学
校
等
と
が
、
教
育
上
必
要

な
支
援
等
に
つ
い
て
合
意
形
成
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
発
達

な
支
援
等
に
つ
い
て
合
意
形
成
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

障
害
児
に
つ
い
て
は
、
早
期
か
ら
切
れ
目
な
く
発
達
の
特
性
に
応
じ
た
支

特
に
発
達
障
害
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
な
理
解
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い

援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
に
お
け
る
保
健
、
医
療
、
福

な
い
こ
と
か
ら
、
適
切
な
情
報
の
周
知
も
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
家
族
が

祉
、
教
育
等
の
各
種
施
策
と
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
家
族

適
切
な
子
育
て
を
行
え
る
よ
う
家
族
へ
の
支
援
を
行
う
な
ど
、
発
達
障
害

が
適
切
な
子
育
て
を
行
え
る
よ
う
家
族
へ
の
支
援
を
行
う
な
ど
、
発
達
障

者
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
を
密
に
し
な
が
ら
、
支
援
体
制
整
備
を
行
う

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
を
密
に
し
な
が
ら
、
支
援
体
制
整
備
を
行

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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加
え
て
、
強
度
行
動
障
害
や
高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
障
害
児
に
つ

い
て
は
、
よ
り
専
門
的
な
支
援
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
管
内
の
支
援

ニ
ー
ズ
の
把
握
と
併
せ
て
、
地
域
に
お
け
る
課
題
の
整
理
や
専
門
的
人
材

の
育
成
、
地
域
資
源
の
開
発
等
を
行
い
、
地
域
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を

図
り
つ
つ
支
援
体
制
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

特
定
教
育
・
保
育
施
設
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
者
、
放
課
後

特
定
教
育
・
保
育
施
設
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
者
、
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
等
は
、
前
掲
の
施
策
を
踏
ま
え
て
障
害
児

児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
等
は
、
障
害
児
等
特
別
な
支
援
が
必
要
な

等
特
別
な
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
の
受
入
れ
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
受

子
ど
も
の
受
入
れ
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
受
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
各

入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
各
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ

関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
行
う
市
町
村
そ
の
他
の
当
該
市
町
村

４

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
行
う
市
町
村
そ
の
他
の
当
該
市
町
村

に
お
い
て
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
を
行
う
関
係
機
関
相
互
の
連
携
の

に
お
い
て
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
を
行
う
関
係
機
関
相
互
の
連
携
の

推
進
に
関
す
る
事
項

推
進
に
関
す
る
事
項

［
略
］

［
同
上
］

関
係
機
関
の
連
携
会
議
の
開
催
等

関
係
機
関
の
連
携
会
議
の
開
催
等

（一）

（一）

［
第
一
段
落

略
］

［
第
一
段
落

同
上
］

こ
の
た
め
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
特
性
や
家

こ
の
た
め
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
特
性
や
家

庭
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
、
子
育
て
支
援
に
関

庭
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
、
子
育
て
支
援
に
関

わ
る
関
係
機
関
（
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
、
地
域
子
育
て
相
談
機
関
、
認

わ
る
関
係
機
関
（
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
、
地
域
子
育
て
相
談
機
関
、
認

定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
保
育
所
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を

定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
保
育
所
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を

実
施
す
る
事
業
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
医
療
機
関
、
小
学
校
、
児
童
相
談

実
施
す
る
事
業
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
医
療
機
関
、
小
学
校
、
児
童
相
談

所
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
等
）
を
集
め
た
会
議
を
少
な
く
と
も
年
に

所
等
）
を
集
め
た
会
議
を
少
な
く
と
も
年
に
一
回
は
開
催
し
、
各
機
関
に

一
回
は
開
催
し
、
各
機
関
に
お
け
る
課
題
等
に
つ
い
て
議
論
し
、
共
有
す

お
け
る
課
題
等
に
つ
い
て
議
論
し
、
共
有
す
る
と
と
も
に
、
各
機
関
の
長

る
と
と
も
に
、
各
機
関
の
長
同
士
だ
け
で
な
く
担
当
者
同
士
も
含
め
、
日

同
士
だ
け
で
な
く
担
当
者
同
士
も
含
め
、
日
頃
か
ら
互
い
の
事
業
内
容
等
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頃
か
ら
互
い
の
事
業
内
容
等
に
関
す
る
情
報
共
有
を
図
る
こ
と
が
考
え
ら

に
関
す
る
情
報
共
有
を
図
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
当
該
会
議
に
つ
い
て

れ
る
。
当
該
会
議
に
つ
い
て
は
、
各
市
町
村
の
規
模
に
応
じ
て
、
地
域
別

は
、
各
市
町
村
の
規
模
に
応
じ
て
、
地
域
別
に
開
催
す
る
こ
と
や
担
当
者

に
開
催
す
る
こ
と
や
担
当
者
の
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

の
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

［
略
］

［
同
上
］

（二）

（二）

四

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的

四

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的

記
載
事
項

記
載
事
項

［
略
］

［
同
上
］

［
１
～
４

略
］

［
１
～
４

同
上
］

５

特
定
教
育
・
保
育
及
び
特
定
地
域
型
保
育
を
行
う
者
並
び
に
地
域
子
ど
も

５

特
定
教
育
・
保
育
及
び
特
定
地
域
型
保
育
を
行
う
者
並
び
に
地
域
子
ど
も

・
子
育
て
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
の
た
め
に
講

・
子
育
て
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
の
た
め
に
講

ず
る
措
置
に
関
す
る
事
項

ず
る
措
置
に
関
す
る
事
項

［
第
一
段
落
・
第
二
段
落

略
］

［
第
一
段
落
・
第
二
段
落

同
上
］

保
育
教
諭
に
つ
い
て
は
、
認
定
こ
ど
も
園
法
附
則
第
五
条
に
お
い
て
、
施

保
育
教
諭
に
つ
い
て
は
、
認
定
こ
ど
も
園
法
附
則
第
五
条
に
お
い
て
、
施

行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
間
（
主
幹
保
育
教
諭
又
は
指
導
保
育
教
諭
に

行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
間
は
、
幼
稚
園
教
諭
の
普
通
免
許
状
又
は
保
育

あ
っ
て
は
、
十
二
年
間
）
は
、
幼
稚
園
教
諭
の
普
通
免
許
状
又
は
保
育
士
資

士
資
格
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
場
合
は
保
育
教
諭
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
こ

格
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
場
合
は
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育

と
と
し
、
国
は
、
こ
の
間
に
お
い
て
、
片
方
の
免
許
又
は
資
格
の
み
を
有
し

教
諭
又
は
講
師
（
保
育
教
諭
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）

て
い
る
者
の
併
有
を
促
進
す
る
た
め
の
特
例
措
置
を
講
じ
る
。
都
道
府
県
は

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
国
は
、
こ
の
間
に
お
い
て
、
片
方
の
免

、
こ
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
者
へ
の
周
知
等
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し

許
又
は
資
格
の
み
を
有
し
て
い
る
者
の
併
有
を
促
進
す
る
た
め
の
特
例
措
置

い
。

を
講
じ
る
。
都
道
府
県
は
、
こ
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
者
へ
の
周
知

等
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

［
第
四
段
落
～
第
六
段
落

略
］

［
第
四
段
落
～
第
六
段
落

同
上
］

６

子
ど
も
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
支
援
に
関
す
る
施

６

子
ど
も
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
支
援
に
関
す
る
施

策
の
実
施
に
関
す
る
事
項
並
び
に
そ
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な

策
の
実
施
に
関
す
る
事
項
並
び
に
そ
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
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市
町
村
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

市
町
村
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
施
策
を
踏
ま
え
つ
つ
、
各
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ
た
施
策

次
に
掲
げ
る
施
策
を
踏
ま
え
つ
つ
、
各
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ
た
施
策

及
び
そ
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
市
町
村
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項
を
盛
り

及
び
そ
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
市
町
村
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項
を
盛
り

込
む
こ
と
。
そ
の
際
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

込
む
こ
と
。
そ
の
際
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
、
児
童
育
成
支
援
拠

、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
、
児
童
育
成
支
援
拠

点
事
業
、
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
、
妊
婦
等
包
括
相
談
支
援
事
業
等
の
市

点
事
業
、
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
等
の
市
町
村
が
行
う
事
業
は
、
都
道
府

町
村
が
行
う
事
業
は
、
都
道
府
県
が
行
う
専
門
的
な
知
識
等
を
要
す
る
施
策

県
が
行
う
専
門
的
な
知
識
等
を
要
す
る
施
策
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
都

と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
都
道
府
県
と
市
町
村
は
、
互
い
の
役
割
分
担
や

道
府
県
と
市
町
村
は
、
互
い
の
役
割
分
担
や
事
業
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え

事
業
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
計
画
策
定
段
階
か
ら
十
分
に
調
整
、
連
携

、
計
画
策
定
段
階
か
ら
十
分
に
調
整
、
連
携
の
上
、
取
組
を
進
め
る
必
要
が

の
上
、
取
組
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

（一）

（三）

（一）

（三）

障
害
児
施
策
の
充
実
等

障
害
児
施
策
の
充
実
等

（四）

（四）

障
害
児
等
特
別
な
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
に
対
し
て
、
市
町
村
に
お
け

障
害
児
等
特
別
な
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
に
対
し
て
、
市
町
村
に
お
け

る
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
教
育
等
の
各
種
施
策
が
体
系
的
か
つ
円
滑
に
実

る
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
教
育
等
の
各
種
施
策
が
体
系
的
か
つ
円
滑
に
実

施
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
は
専
門
的
か
つ
広
域
的
な
観
点
か
ら
の
支
援

施
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
は
専
門
的
か
つ
広
域
的
な
観
点
か
ら
の
支
援

を
行
う
と
と
も
に
、
障
害
に
応
じ
た
専
門
医
療
機
関
の
確
保
等
を
通
じ
、

を
行
う
と
と
も
に
、
障
害
に
応
じ
た
専
門
医
療
機
関
の
確
保
等
を
通
じ
、

適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
ほ
か
、
教
育
支
援
体
制
の
整
備
及
び
イ
ン
ク
ル

適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
ほ
か
、
教
育
支
援
体
制
の
整
備
を
図
る
等
の
総

ー
ジ
ョ
ン
の
推
進
を
図
る
等
の
総
合
的
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で

合
的
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

あ
る
。

医
療
的
ケ
ア
児
等
が
身
近
な
地
域
で
必
要
な
支
援
を
総
合
的
に
受
け
ら

医
療
的
ケ
ア
児
が
身
近
な
地
域
で
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

れ
る
よ
う
、
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
医

支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
心
身
の
状
況
に
応
じ

療
的
ケ
ア
児
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年

た
保
健
、
医
療
、
障
害
福
祉
、
保
育
、
教
育
等
の
各
関
連
分
野
の
支
援
が

法
律
第
八
十
一
号
）
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
は
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン

受
け
ら
れ
る
よ
う
、
保
健
所
、
病
院
・
診
療
所
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

タ
ー
を
設
置
し
、
医
療
的
ケ
ア
児
等
に
対
す
る
総
合
的
な
支
援
体
制
を
構

ン
、
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
、
障
害
児
入
所
施
設
、
障
害
児
相
談
支
援
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築
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
保
健
、
医
療
、

事
業
所
、
保
育
所
、
学
校
等
の
関
係
者
が
連
携
を
図
る
た
め
の
協
議
の
場

障
害
福
祉
、
保
育
、
教
育
等
の
各
関
連
分
野
の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
各
関
連
分
野
が
共
通
の
理
解
に
基
づ
き
協
働

、
保
健
所
、
病
院
・
診
療
所
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
障
害
児
通
所

す
る
総
合
的
な
支
援
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

支
援
事
業
所
、
障
害
児
入
所
施
設
、
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
、
保
育
所

、
学
校
等
の
関
係
者
が
連
携
を
図
る
た
め
の
協
議
の
場
を
設
け
る
こ
と
等

に
よ
り
、
各
関
連
分
野
が
共
通
の
理
解
に
基
づ
き
協
働
す
る
総
合
的
な
支

援
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て
は
、
本
体
施
設
の
専
門
的
機
能
の
強
化
を

ま
た
、
障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て
は
、
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
の
推

図
っ
た
上
で
、
よ
り
家
庭
的
な
環
境
で
支
援
を
行
う
観
点
か
ら
、
小
規
模

進
、
身
近
な
地
域
で
の
支
援
の
提
供
、
本
体
施
設
の
専
門
機
能
強
化
を
進

グ
ル
ー
プ
ケ
ア
の
推
進
、
身
近
な
地
域
で
の
支
援
の
提
供
を
進
め
る
こ
と

め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

が
必
要
で
あ
る
。

発
達
障
害
児
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
保
健
、
福
祉
、
教
育
等
と

発
達
障
害
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
な
理
解
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
こ

医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
を
構
築
し
、
子
ど
も
の
発
達
相
談
を
始
め
と
し

と
か
ら
適
切
な
情
報
の
周
知
も
必
要
で
あ
る
。
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ

て
、
子
ど
も
や
家
族
を
適
切
な
時
期
に
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
る
こ
と
に

ー
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
及
び
保
護
者
に
対
す
る
専
門
的
情
報
の
提
供

よ
り
、
早
期
か
ら
切
れ
目
な
く
子
ど
も
の
発
達
の
特
性
に
対
応
し
て
い
く

及
び
支
援
手
法
の
普
及
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
職
員
の
専
門

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は

性
を
十
分
確
保
す
る
と
と
も
に
、
専
門
的
情
報
及
び
支
援
手
法
の
提
供
を

、
関
係
機
関
及
び
保
護
者
に
対
す
る
専
門
的
情
報
の
提
供
及
び
支
援
手
法

推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
特
別
支
援
学
校
に
つ
い
て
は
、

の
普
及
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
達
障
害
者
地
域
支
援
マ
ネ

特
別
支
援
学
校
教
諭
等
免
許
状
保
有
率
の
向
上
を
図
る
等
専
門
性
の
向
上

ジ
ャ
ー
や
専
門
的
な
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
者
を
十
分
確
保
す
る
と
と

に
努
め
る
と
と
も
に
、
在
籍
す
る
子
ど
も
へ
の
教
育
や
指
導
に
加
え
て
、

も
に
、
専
門
的
情
報
及
び
支
援
手
法
の
提
供
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で

幼
稚
園
、
小
中
学
校
等
の
教
員
の
資
質
向
上
策
へ
の
支
援
及
び
協
力
、
地

あ
る
。

域
の
保
護
者
等
へ
の
相
談
支
援
並
び
に
幼
稚
園
、
小
中
学
校
等
に
お
け
る

障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
教
育
的
支
援
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

強
度
行
動
障
害
や
高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
障
害
児
に
つ
い
て
は
、

よ
り
専
門
的
な
支
援
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
管
内
の
支
援
ニ
ー
ズ
の
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把
握
と
併
せ
て
、
地
域
に
お
け
る
課
題
の
整
理
や
専
門
的
人
材
の
育
成
、

地
域
資
源
の
開
発
等
を
行
い
、
地
域
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ

支
援
体
制
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
特
別
支
援
学
校
に
つ
い
て
は
、
特
別
支
援
学
校
教
諭
等
免
許
状

保
有
率
の
向
上
を
図
る
等
専
門
性
の
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
在
籍
す

る
子
ど
も
へ
の
教
育
や
指
導
に
加
え
て
、
幼
稚
園
、
小
中
学
校
等
の
教
員

の
資
質
向
上
策
へ
の
支
援
及
び
協
力
、
地
域
の
保
護
者
等
へ
の
相
談
支
援

並
び
に
幼
稚
園
、
小
中
学
校
等
に
お
け
る
障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
教
育

的
支
援
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

五

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
任
意
記

五

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
任
意
記

載
事
項

載
事
項

［
略
］

［
同
上
］

１

市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
行
う
調
整
に
関
す
る
事
項

１

市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
行
う
調
整
に
関
す
る
事
項

市
町
村
は
、
一
の
２
の

に
よ
り
、
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

市
町
村
は
、
一
の
２
の

に
よ
り
、
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

（三）

（三）

計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
教
育
・
保
育
等
の
利

計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
教
育
・
保
育
等
の
利

用
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
や
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
地
域
子
ど
も
・
子
育

用
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
等
必
要
な
場
合
に
は
、
教
育
・
保
育
の
量
の
見
込

て
支
援
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
等
必
要
な
場
合
に
は
、
量
の
見
込

み
並
び
に
教
育
・
保
育
の
提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
時
期
等

み
並
び
に
提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
時
期
等
に
つ
い
て
、
関

に
つ
い
て
、
関
係
市
町
村
と
調
整
を
行
う
。

係
市
町
村
と
調
整
を
行
う
。

都
道
府
県
は
、
当
該
市
町
村
間
の
調
整
が
整
わ
な
い
場
合
、
当
該
市
町
村

都
道
府
県
は
、
当
該
市
町
村
間
の
調
整
が
整
わ
な
い
場
合
等
必
要
な
場
合

内
に
事
業
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
施
機
関
の
十
分
な
確
保
が

に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見

難
し
い
場
合
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
医
療
機
関
等
と
の
連
携
体
制
を
構

地
か
ら
の
調
整
を
行
う
。
こ
の
調
整
は
、
一
の
２
の

に
規
定
す
る
市
町
村

（三）

築
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
等
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
行
わ
れ
る
都
道
府
県

、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
の
調
整
を
行
う
。
こ
の
調

へ
の
報
告
等
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て

整
は
、
一
の
２
の

に
規
定
す
る
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

支
援
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
当
該
報
告
そ
の
他
の
協
議
及
び
調
整
の

（三）
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の
作
成
に
当
た
っ
て
行
わ
れ
る
都
道
府
県
へ
の
報
告
等
を
通
じ
て
行
わ
れ
る

手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は

、
当
該
報
告
そ
の
他
の
協
議
及
び
調
整
の
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

［
第
三
段
落

略
］

［
第
三
段
落

同
上
］

２

教
育
・
保
育
情
報
及
び
特
定
教
育
・
保
育
施
設
設
置
者
等
経
営
情
報
の
公

２

教
育
・
保
育
情
報
の
公
表
に
関
す
る
事
項

表
に
関
す
る
事
項

教
育
・
保
育
を
利
用
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
子
ど
も
の
保
護
者
等

教
育
・
保
育
を
利
用
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
子
ど
も
の
保
護
者
等

が
適
切
か
つ
円
滑
に
特
定
教
育
・
保
育
施
設
又
は
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を

が
適
切
か
つ
円
滑
に
特
定
教
育
・
保
育
施
設
又
は
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を

利
用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
法
第
三
章
第
一
節
第
四
款
の
規
定
に
よ

利
用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
法
第
三
章
第
一
節
第
四
款
の
規
定
に
よ

る
教
育
・
保
育
情
報
の
公
表
に
係
る
体
制
の
整
備
を
始
め
と
す
る
教
育
・
保

る
教
育
・
保
育
情
報
の
公
表
に
係
る
体
制
の
整
備
を
始
め
と
す
る
教
育
・
保

育
情
報
及
び
特
定
教
育
・
保
育
施
設
設
置
者
等
経
営
情
報
（
法
第
五
十
八
条

育
情
報
の
公
表
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
公
表
に
関

す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

六

そ
の
他

六

そ
の
他

［
１
～
４

略
］

［
１
～
４

同
上
］

５

特
定
非
常
災
害
に
よ
る
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る

５

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
市
町
村
で
あ
っ
て
、
将
来

置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
も
の
に
お
い
て
は
、
市
町
村
子

特
定
非
常
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
非
常
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け

ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
そ
の
実
情
に
応
じ
、

た
市
町
村
で
あ
っ
て
、
将
来
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
も

弾
力
的
な
取
扱
い
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

の
に
お
い
て
は
、
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
作
成
に
当
た

っ
て
、
そ
の
実
情
に
応
じ
、
弾
力
的
な
取
扱
い
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
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こ
と
と
す
る
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

第
四

［
略
］

第
四

［
同
上
］

第
五

労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

第
五

労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
必
要
な
雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

に
必
要
な
雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

［
略
］

［
同
上
］

一

子
育
て
期
間
中
を
含
め
た
働
き
方
の
見
直
し

一

子
育
て
期
間
中
を
含
め
た
働
き
方
の
見
直
し

中
小
企
業
を
含
め
、
全
て
の
企
業
に
お
い
て
、
労
働
者
本
人
の
希
望
に
応
じ

中
小
企
業
を
含
め
、
全
て
の
企
業
に
お
い
て
、
育
児
休
業
及
び
短
時
間
勤
務

た
育
児
休
業
の
取
得
や
、
子
の
年
齢
に
応
じ
た
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
こ

等
の
柔
軟
な
働
き
方
に
係
る
制
度
を
利
用
し
や
す
い
環
境
整
備
を
促
進
す
る
等

と
が
で
き
る
環
境
整
備
を
促
進
す
る
等
、
子
育
て
期
間
中
を
含
め
た
男
女
双
方

、
子
育
て
期
間
中
を
含
め
た
男
女
双
方
の
働
き
方
の
見
直
し

の
働
き
方
の
見
直
し

二

父
親
も
子
育
て
が
で
き
る
働
き
方
の
実
現

二

父
親
も
子
育
て
が
で
き
る
働
き
方
の
実
現

子
の
出
生
直
後
の
時
期
に
柔
軟
に
取
得
で
き
る
出
生
時
育
児
休
業
（
産
後
パ

子
の
出
生
直
後
の
時
期
に
柔
軟
に
取
得
で
き
る
出
生
時
育
児
休
業
（
産
後
パ

パ
育
休
）
、
父
母
と
も
に
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場
合
に
休
業
期
間
を
延
長
で

パ
育
休
）
、
父
母
と
も
に
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場
合
に
休
業
期
間
を
延
長
で

き
る
「
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス
」
等
を
活
用
し
た
男
性
の
育
児
休
業
の
取
得

き
る
「
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス
」
等
を
活
用
し
た
男
性
の
育
児
休
業
の
取
得

促
進
、
積
極
的
に
育
児
を
担
う
男
性
を
応
援
す
る
事
業
等
に
よ
る
、
職
場
や
社

促
進
、
積
極
的
に
育
児
を
担
う
男
性
を
応
援
す
る
男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進

会
全
体
の
意
識
の
変
革
並
び
に
男
性
の
子
育
て
へ
の
関
わ
り
の
支
援
及
び
促
進

事
業
（
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
等
に
よ
る
、
職
場
や
社
会
全
体
の
意
識
の

変
革
並
び
に
男
性
の
子
育
て
へ
の
関
わ
り
の
支
援
及
び
促
進

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

別
表
第
三

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
参
酌
標
準

別
表
第
三

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
参
酌
標
準

事

項

内

容

事

項

内

容

一

利
用
者
支
援
に
関
す
る

利
用
希
望
把
握
調
査
等
に
よ
り
把
握
し
た
、
子

一

利
用
者
支
援
に
関
す
る

利
用
希
望
把
握
調
査
等
に
よ
り
把
握
し
た
、
子

事
業

ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係
る
情
報
提
供
、
相
談
支

事
業

ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係
る
情
報
提
供
、
相
談
支
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援
等
の
利
用
希
望
等
に
基
づ
き
、
妊
婦
若
し
く
は

援
等
の
利
用
希
望
に
基
づ
き
、
子
ど
も
又
は
子
ど

そ
の
配
偶
者
又
は
子
ど
も
若
し
く
は
そ
の
保
護
者

も
の
保
護
者
の
身
近
な
場
所
で
必
要
な
支
援
を
受

の
身
近
な
場
所
で
必
要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ

け
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
の
実
情
、
関
係
機
関
と
の

う
、
地
域
の
実
情
、
関
係
機
関
と
の
連
携
の
体
制

連
携
の
体
制
の
確
保
等
に
配
慮
し
つ
つ
、
計
画
期

の
確
保
等
に
配
慮
し
つ
つ
、
計
画
期
間
内
に
お
け

間
内
に
お
け
る
適
切
と
考
え
ら
れ
る
目
標
事
業
量

る
適
切
と
考
え
ら
れ
る
目
標
事
業
量
を
設
定
す
る

を
設
定
す
る
こ
と
。

こ
と
。

目
標
事
業
量
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
理
的

目
標
事
業
量
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
理
的

条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
的
条
件

条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
的
条
件

、
子
育
て
に
関
す
る
施
設
の
整
備
の
状
況
等
を
総

、
子
育
て
に
関
す
る
施
設
の
整
備
の
状
況
等
を
総

合
的
に
勘
案
し
て
定
め
る
区
域
（
中
学
校
区
を
目

合
的
に
勘
案
し
て
定
め
る
区
域
（
中
学
校
区
を
目

安
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
地
域
子
育
て
相
談
機
関

安
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
地
域
子
育
て
相
談
機
関

の
整
備
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考

の
整
備
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考

慮
す
る
こ
と
。

慮
す
る
こ
と
。

［
二
～
十

略
］

［
二
～
十

同
上
］

十
一

妊
婦
に
対
し
て
健
康

母
子
保
健
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

十
一

妊
婦
に
対
し
て
健
康

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一

診
査
を
実
施
す
る
事
業

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
望
ま
し
い
基
準
及
び
各

診
査
を
実
施
す
る
事
業

号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理

年
度
の
同
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
妊
娠
の
届
出

大
臣
が
定
め
る
望
ま
し
い
基
準
及
び
各
年
度
の
同

件
数
を
勘
案
し
て
、
計
画
期
間
内
に
お
け
る
適
切

法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
妊
娠
の
届
出
件
数
を
勘

と
考
え
ら
れ
る
目
標
事
業
量
を
設
定
す
る
こ
と
。

案
し
て
、
計
画
期
間
内
に
お
け
る
適
切
と
考
え
ら

れ
る
目
標
事
業
量
を
設
定
す
る
こ
と
。

十
二

産
後
ケ
ア
事
業

利
用
希
望
把
握
調
査
等
に
よ
り
把
握
し
た
需
要

［
項
を
加
え
る
。
］

や
実
績
及
び
出
生
数
等
に
基
づ
き
、
他
の
事
業
に

よ
る
対
応
の
可
能
性
を
勘
案
し
て
、
計
画
期
間
内

に
お
け
る
適
切
と
考
え
ら
れ
る
目
標
事
業
量
を
設
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定
す
る
こ
と
。

十
三

乳
児
等
通
園
支
援
事

令
和
七
年
度
に
お
け
る
適
切
と
考
え
ら
れ
る
目

［
項
を
加
え
る
。
］

業

標
事
業
量
を
設
定
す
る
こ
と
。

別
表
第
七

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
任
意
的
記
載
事
項

別
表
第
七

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
任
意
的
記
載
事
項

事

項

内

容

事

項

内

容

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

教
育
・
保
育
情
報
及
び

事
業
者
が
提
供
す
る
教
育
・
保
育
に
係
る
教
育

三

教
育
・
保
育
情
報
の
公

事
業
者
が
提
供
す
る
教
育
・
保
育
に
係
る
教
育

特
定
教
育
・
保
育
施
設
設

・
保
育
情
報
及
び
特
定
教
育
・
保
育
施
設
設
置
者

表
に
関
す
る
事
項

・
保
育
情
報
の
公
表
に
関
す
る
実
施
体
制
の
整
備

置
者
等
経
営
情
報
の
公
表

等
経
営
情
報
の
公
表
に
関
す
る
実
施
体
制
の
整
備

を
始
め
と
す
る
教
育
・
保
育
情
報
の
公
表
に
関
す

に
関
す
る
事
項

を
始
め
と
す
る
教
育
・
保
育
情
報
及
び
特
定
教
育

る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

・
保
育
施
設
設
置
者
等
経
営
情
報
の
公
表
に
関
す

る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


